
連 載 ⑫

〝
１
人
に
１
つ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
〞

〜
平
成
28
年
４
月
か
ら
〜

住
民
票
と
印
鑑
登
録
証
明
書
が

　コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
り
ま
す

次
回
、
４
月
号
で
は
『
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
今
後
に
つ
い
て
』
を
掲
載
予
定
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
　０
５
７
０
（20）
０
１
７
８
（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
平
日
９
時

30
分
〜
17
時
30
分
（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

お
問
い
合
わ
せ
　町
民
税
務
課
　町
民
Ｇ
☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）
　

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　

http://w
w
w
.tow

n.goka.lg.jp/

　
４
月
か
ら
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を

利
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
（
以
下
「
コ
ン
ビ
ニ
」
）
に
設
置

さ
れ
た
多
機
能
端
末
機
（
コ
ピ
ー
機
）

よ
り
住
民
票
の
写
し
等
が
取
得
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
ご
利
用
の
際
は
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
に
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の

搭
載
が
必
要
で
す
。

■
コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
る
証
明
書

・
住
民
票

・
印
鑑
登
録
証
明
書

■
手
数
料

　
１
件
に
つ
き
２
０
０
円

■
利
用
時
間

　
午
前
６
時
30
分
〜
午
後
11
時

（
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
。
）

■
証
明
書
が
取
得
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ

・
セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

・
ロ
ー
ソ
ン

・
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

・
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

・
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル

・
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス

・
セ
ー
ブ
オ
ン

※
コ
ン
ビ
ニ
で
の
取
得
の
際
は
、
個

人
番
号
カ
ー
ド
や
暗
証
番
号
の
取

扱
い
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
自
身
で
返
信
用
封
筒
ま
た
は

Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
申
請
し
た
方

○
日
時
　
日
時
指
定
と
な
り
ま
す
。

（
通
知
い
た
し
ま
す
）

○
場
所
　
役
場
小
会
議
室
（
１
階
）

○
必
要
な
持
ち
物

①
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子
証

明
書
発
行
兼
通
知
書
兼
照
会
書

②
本
人
確
認
書
類

③
通
知
カ
ー
ド

④
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

※
当
日
暗
証
番
号
の
設
定
等
が
あ
り
、

多
少
時
間
が
か
か
る
見
込
み
で
す
。

各
行
政
区
の
大
字
事
務
所
等
で
申
請

し
た
方

○
日
時
　
３
月
13
日
㈰

　
　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

○
場
所
　
各
大
字
事
務
所

12
月
13
日
に
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で

申
請
し
た
方

○
日
時
　
３
月
27
日
㈰

　
　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

○
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※
カ
ー
ド
発
行
状
況
に
よ
り
変
更
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交

付
が
始
ま
り
ま
し
た

　
申
請
さ
れ
た
方
に
は
、
カ
ー
ド
の

交
付
準
備
が
整
い
次
第
、
町
か
ら
個

人
宛
て
に
通
知
し
ま
す
。
な
お
、
下

記
の
と
お
り
申
請
方
法
に
よ
り
カ
ー

ド
の
受
け
取
り
場
所
が
異
な
り
ま
す
。

■
通
知
カ
ー
ド
は
、
お
手
元
に
届
い

て
い
ま
す
か

　
通
知
カ
ー
ド
が
お
手
元
に
届
い
て

い
な
い
方
は
、
町
民
税
務
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
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